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令 和 ５ 年 ７ 月 １ １ 日 

日 南 市 準 備 委 員 会 

設 立 総 会 決 定 

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会 

日南市準備委員会会則 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会日南市準

備委員会（以下、「準備委員会」という。）と称する。  

 

（目的） 

第２条 準備委員会は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会に

おいて、日南市で開催される競技会（以下、「競技会」という。）の円滑な運営に関し、

必要な準備を行うことを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。  

（１）競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。  

（２）競技会の開催に係る準備に関すること。 

（３）競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。  

（４）競技会の開催及び準備のための経費に関すること。  

（５）関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。  

（６）その他、準備委員会の目的達成に必要な事項に関すること。  

 

  

第２章 組織 

 

（組織） 

第４条 準備委員会は、会長及び委員をもって組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱又は任命する。  

（１）日南市を代表する者 

（２）日南市議会を代表する者 

（３）関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者  

（４）その他会長が特に必要と認める者 

 

（役員） 

第５条 準備委員会に次の各号に掲げる役員を置く。  

（１） 会長       １名 

（２） 副会長       ５名以内 

（３） 常任委員    ３５名以内 

（４） 監事       ２名 
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（役員の選任） 

第６条 会長は、日南市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。  

（役員の職務） 

第７条 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会

長が指名した副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１2 条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、準備委員会の財務を監査する。 

 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下、「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから準備委

員会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそ

れぞれの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、

その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。  

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充する

ことができる。 

３ 会長は、前 2 項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告す

る。 

4  委員等は、無報酬とする。 

 

（顧問及び参与） 

第９条 準備委員会に顧問及び参与を置くことができる。  

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。  

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。  

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。  

 

  

第３章 会議 

 

（会議の種類） 

第１0 条 準備委員会に、次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）常任委員会 

（３）専門委員会 

 

（総会） 

第１1 条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。  

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指定した者がこれにあたる。  

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。  

（１）競技会の開催に係る基本方針等に関すること。  

（２）会則の制定及び改廃に関すること。 

（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）常任委員会に委任する事項に関すること。  

（６）その他重要な事項に関すること。 



５ 総会は、委員等の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、総会に

出席できない委員等は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、

又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員等（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わったもの

を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

７ 会長は、必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。  

 

（常任委員会） 

第１2 条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。  

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。  

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。  

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。  

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議・決定し、その結果必要に応じて次の総

会に報告する。 

（１）総会から委任された事項に関すること。 

（２）専門委員会の設置及びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること。  

（３）総会を招集するいとまがない緊急な事項に関すること。  

（４）その他委員長が必要と認める事項に関すること。  

８ 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会について準用する。 

9  第 8 条の規定は、常任委員会の任期等について準用する。  

 

（専門委員会） 

第１3 条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。  

２ 専門委員会は、常任委員会から委任又は付託された事項について調査・審議し、その

結果を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に

諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

  

 

第４章 会長の専決処分 

 

（会長の専決処分） 

第１4 条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分する

ことができる。 

２ 会長は、前項の規定により、専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を得なければならない。 

 

 

第５章 事務局 

 

（事務局） 

第１5 条 準備委員会の事務を処理するため、日南市産業経済部観光・スポーツ課内に事

務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  



 第６章 会計 

 

（経費） 

第１6 条 準備委員会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第１7 条 準備委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を

経て、総会の承認を得なければならない。 

 

（会計年度） 

第１8条 準備委員会の会計年度は、毎年４月 1日に始まり、翌年３月３１日までとする。  

２ 準備委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。  

  

 

第７章 補則 

 

（委任） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し、必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

（解散） 

第２0 条 準備委員会は、第２条に規定する目的が達成されたとき、総会の議決を経て解

散するものとする。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。  

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１  この会則は、令和５年７月１１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 準備委員会の令和５年度における会計年度は、第１8 条第１項の規定にかかわらず前

項に定める日から、令和６年３月３１日までとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ５ 年 ７ 月 １ １ 日 

日 南 市 準 備 委 員 会 

第 １ 回 総 会 決 定 

 

 

第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会 

日南市開催基本方針 

 

 

１ 基本方針 

 

スポーツは、人々に大きな感動や楽しみ、活力をもたらすものであり、人生をより

豊かにし充実したものにするため、極めて重要なもののひとつです。  

第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会は、本市が目指す「人と

まちがキラリ輝く元気な日南市」の実現に向けて、市民・企業・団体・行政が連携

し、「オール日南 チーム日南」で開催します。 

開催にあたっては、地域資源を最大限に活用し、効率化を図りながら、市民参加と

協働により、本市の多彩な魅力を全国に発信する大会を目指します。  

また、この大会を本市スポーツ推進の基本理念である「だれもがいつでも、どこで

も、気軽に」スポーツを楽しめるまちの実現に向けた契機とします。  

 

 

２ 実施目標 

 

（１）地域の資源を磨き、自分たちのまちに愛着や誇りを持てる大会 

市民が国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催を契機に、本市が有する

三つの「幸」（山幸・海幸・人幸）をさらに磨き上げ、自分たちが住むまちに愛着や

誇りを持てる、個性あふれる大会を目指します。  

 

（２）市民協働による大会 

近年のスポーツを取り巻く環境の変化や国民スポーツ大会改革の趣旨等を踏まえ、

市内の既存施設の有効活用など大会の効率化と、市民・企業・団体・行政など多様な

主体の知恵と工夫を集結した市民協働による大会を目指します。  

 

（３）日南の魅力を全国に発信する大会 

本市を訪れる全ての方々を心のこもった“おもてなし”でお迎えし、日南海岸や飫

肥城下町、泰平踊などの個性あふれる歴史、文化、自然など本市の多彩な魅力を全国

に発信します。 

 

（４）生涯スポーツの推進に結びつく大会 

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催を、市民がそれぞれのスタイル

でスポーツに関わる機会や、スポーツへの興味・関心を一層高める機会ととらえ、市

民のライフステージに応じた健康、体力づくりを進めるため、「だれもがいつでも、

どこでも、気軽に」スポーツに接することのできる環境づくりに結びつく大会を目指

します。 

 

 

 

資料 ２ 



 

令 和 ５ 年 ７ 月 １ １ 日 

日 南 市 準 備 委 員 会 

第 １ 回 総 会 決 定 

 

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会 

日南市準備委員会総会から常任委員会への委任事項 

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会会則 

第 11 条第 4 項第 5 号に基づく総会から常任委員会への委任事項は、次のとおりとする。 

 

 

１ 開催準備の総合企画及び運営に関すること 

 

２ 財務、広報、市民運動及び観光・接伴に関すること  

 

３ 競技、式典及び施設に関すること 

 

４ 宿泊及び医事・衛生に関すること 

 

５ 輸送・交通、消防防災・警備に関すること 

 

６ その他会務に必要な事項に関すること 
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令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 

県 準 備 委 員 会 

第１１回常任委員会決定 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

会期（案） 

 

 

 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会会期案を次のとおりとす

る。 

 

 

１ 国民スポーツ大会会期（案） 

 

希望順位 日   程 

１ 令和９年９月２５日（土）～１０月 ５日（火） 

２ 令和９年９月２６日（日）～１０月 ６日（水） 

３ 令和９年９月１９日（日）～ ９月２９日（水） 

 

 

 

２ 全国障害者スポーツ大会会期（案） 

 

希望順位 日   程 

１ 令和９年１０月２３日（土）～１０月２５日（月）  

２ 令和９年１０月 ９日（土）～１０月１１日（月） 
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